
福井県新人看護職員研修事業（医療機関個別研修）実施要綱 

 

１ 目的 

  この事業は、病院等において、新人看護職員等が基本的な臨床実践能力を獲得するた 

 めの研修を実施することにより、看護の質の向上及び早期離職防止を図ることを目的と 

する。 

 

２ 実施主体 

  病院等  

※看護師等の人材確保の促進に関する法律（平成４年法律第８６号）第２条第２項に 

規定する病院等 

 

３ 補助率    

１／２ 

 

４ 補助基準額 

  次の（１）（２）により算出された額の合計額とする。 

 （１）研修経費 

   ア 新人看護職員等が１名のとき    ４４０千円 

     （ただし、新人保健師研修・新人助産師研修のいずれかを含む場合５８６千円） 

   イ 新人看護職員等が２名以上のとき  ６３０千円 

     （ただし、新人保健師研修・新人助産師研修のいずれかを含む場合７７６千円、 

      新人保健師研修・新人助産師研修の両方を含む場合９２２千円） 

 （２）教育担当者経費  

新人看護職員等５名以上の場合に５名ごとに ２１５千円 

  ※新人看護職員数等の人数は、当該年度の４月末日現在に在職し、それぞれの研修 

に参加する人数とし、複数の研修に参加する者は１名として計上する。 

新人看護職員等 

県内の医療機関に採用された新人看護職員 

看護管理者により新人看護研修の受講が必要と判断された看護職員 

 

５ 対象経費 

  （１）研修経費  

    新人看護職員研修事業の実施に必要な研修責任者経費（謝金、人件費、手当）、報 

償費、旅費、需用費（印刷製本費、消耗品費、会議費、図書購入費）、役務費（通 

信運搬費、雑役務費）、使用料及び賃借料、備品購入費、賃金（外部の研修参加に 

伴う代替職員経費） 



  （２）教育担当者経費 

    新人看護職員研修事業の実施に必要な教育担当者経費（謝金、人件費、手当） 

 

 

６ 研修事業内容 

  病院等は、新人看護職員研修ガイドラインに示された以下の項目に沿って新人看護職

員、新人保健師又は新人助産師に対する研修を実施する。 

（ア）「新人看護職員を支える体制の構築」（ガイドライン参照）として、職場適応のサ

ポートやメンタルサポート等の体制を整備すること。 

（イ）「研修における組織の体制」（ガイドライン参照）として、組織内で研修責任者、

教育担当者及び実地指導者の役割を担う者を明確にすること。なお、専任又は兼任

のいずれでも差し支えない。 

（ウ）「新人看護職員研修」（ガイドライン参照）に沿って、到達目標を設定し、その評

価を行うとともに、研修の実施に当たっては、研修プログラムを作成すること。な

お、新人助産師研修を実施する場合は、助産技術に関する項目を含めること。 

  また、新人保健師研修を実施する場合は、「新人保健師研修」（ガイドライン参照）

に沿って、到達目標を設定し、その評価を行うとともに、研修の実施に当たっては、

研修プログラムを作成すること。 

 

 


